
議案第６７号

市長専決処分の報告と承認について

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承

認を求める。

令和４年６月９日提出

渋川市長 髙 木 勉



専 決 処 分 書

渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるので、別紙の

とおり専決処分する。

令和４年３月３１日

渋川市長 髙 木 勉



渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

渋川市国民健康保険税条例（平成１８年渋川市条例第１４４号）の一部を

次のように改正する。

第２条第２項ただし書中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に

改め、同条第３項ただし書中「１９０，０００円」を「２００，０００円」

に改める。

第２６条第１項中「６３０，０００円」を「６５０，０００円」に、「１

９０，０００円」を「２００，０００円」に改める。

附則第８項中「同条中」を「同項中」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の渋川市国民健康保険税条例の規定は、令和４年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例による。

理 由

地方税法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行ったものである。



渋川市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改 正 案 現 行

（課税額） （課税額）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及 ２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及

びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並び びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並び

に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合 に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が６５０，０００円を超える場合においては、基礎課税額は、６５０ 算額が６３０，０００円を超える場合においては、基礎課税額は、６３０

，０００円とする。 ，０００円とする。

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世 ３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主（前条第２項の世

帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並 帯主を除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額並

びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該 びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が２００，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等 合算額が１９０，０００円を超える場合においては、後期高齢者支援金等

課税額は、２００，０００円とする。 課税額は、１９０，０００円とする。

４ （略） ４ （略）

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額）

第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し 第２６条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及 て課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文の基礎課税額からア及

びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００ びイに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が６３０，０００

円を超える場合には、６５０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢者 円を超える場合には、６３０，０００円）、同条第３項本文の後期高齢者

支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して 支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して

得た額が２００，０００円を超える場合には、２００，０００円）並びに 得た額が１９０，０００円を超える場合には、１９０，０００円）並びに

同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得 同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得

た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７０ た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には、１７０

，０００円）の合算額とする。 ，０００円）の合算額とする。

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略）

２ （略） ２ （略）

附 則 附 則

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

８ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく ８ 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項に規定する公 は特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第３５条第３項に規定する公
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的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年 的年金等に係る所得について同条第４項に規定する公的年金等控除額（年

齢６５歳以上である者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における 齢６５歳以上である者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における

第２６条第１項の規定の適用については、同項中「法第７０３条の５第１ 第２６条第１項の規定の適用については、同条中「法第７０３条の５第１

項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第７０３条の 項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第７０３条の

５第１項に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する公的 ５第１項に規定する総所得金額（所得税法第３５条第３項に規定する公的

年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によって計算した 年金等に係る所得については、同条第２項第１号の規定によって計算した

金額から１５０，０００円を控除した金額によるものとする。）及び山林 金額から１５０，０００円を控除した金額によるものとする。）及び山林

所得金額」と、「１，１００，０００円」とあるのは「１，２５０，００ 所得金額」と、「１，１００，０００円」とあるのは「１，２５０，００

０円」とする。 ０円」とする。
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令和３年度

令和４年度

限度
超過

世帯数
限度超過額：円

限度
超過

世帯数
限度超過額：円

限度
超過

世帯数
限度超過額：円

125 63,425,466 189 27,130,193 58 7,292,456 97,848,115

118 61,008,023 167 25,332,838 58 7,292,456 93,633,317

7 2,417,443 22 1,797,355 0 0 4,214,798

※令和４年３月末時点のデータにより試算（所得額及び被保険者数については、増減なしで試算）

　　課税限度額の引上げにより国保税調定額は、4,214,798円の増加となる。

改正前

改正後

影響額

※　影響額の内訳：医療分　2万円増税:118世帯/2,360,000円　2万円以下の増税： 7世帯/ 57,443円　合計2,417,443円

　　　　　　　　　支援分　1万円増税:167世帯/1,670,000円　1万円以下の増税：22世帯/127,355円　合計1,797,355円

      令和４年度　課税限度額の引上げによる影響について

医療：６３０，０００円、支援：１９０，０００円、介護：１７０，０００円＝合計　　９９０，０００円

医療：６５０，０００円、支援：２００，０００円、介護：１７０，０００円＝合計１，０２０，０００円

【課税限度額の引上げ】

医療分 支援分 介護分

合計：円


